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2026年 3月 31日 

各 位 

会 社 名  株式会社環境フレンドリーホールディングス 

代表者名  代表取締役社長 車 陸昭 

    （コード：3777、東証グロース） 

問合せ先  経営企画室 室長 松澤 増満 

    （TEL．03-6261-0081） 

 

支配株主等に関する事項について 

 

当社の支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１. 親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社の商号等 

（2025年 12月 31日現在） 

名 称 属性 

議決権所有割合（％） 発行する株券が上場され

ている金融商品取引所等 直接所有分 合算対象分 合計 

株式会社ＭＣ 

その他の 

関係会社 
26.27 － 26.27 － 

ORCHID PLUS PTE.LTD. 

その他の 

関係会社 
21.20 － 21.20  

 (注)1 議決権所有割合については、小数点第三位を四捨五入して表示しております。 

2 議決権所有割合は、2025年 12月 31日現在の議決権総数 3,043,534個を基準に算出しております。 

3.ORCHID PLUS PTE.LTD.の議決権所有割合については、同社が保有する当社株式のうち、日本国内の証 

券会社口座を通じて保有する株式及び海外証券会社口座（トウカイトウキョウセキュリティーズアジ

アリミテッド）を通じて保有する株式を合算した実質所有株式数に基づき算出しております。なお、

当該取扱いは、有価証券報告書における大株主の状況の記載と同様の考え方に基づくものです。 

  



2 
 

２. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由 

 株式会社ＭＣは、当社議決権の 26.27％を保有する筆頭株主であり、当社の親会社等の中で最も高い議決権

割合を有していることから、当社に与える影響が最も大きいと認められるものであります。 

 

３. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

（１）親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的関

係、資本関係 

株式会社ＭＣは、当社議決権の 26.27％を保有する筆頭株主であります。現在、株式会社ＭＣとの間

で役員の兼務や出向者の受け入れ等、人的関係はありません。 

ORCHID PLUS PTE.LTD.は、当社議決権の 21.20％を保有する株主であります。現在、同社との間で役

員の兼務や出向者の受け入れ等の人的関係はありません。 

（２）親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等やそのグ

ループ企業との取引関係や人的関係、資本関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等 

株式会社ＭＣは、当社議決権の 26.27％を保有しておりますが、事業活動を行う上での当社の経営判

断に対して実質的な影響を与えるものではありません。 

ORCHID PLUS PTE.LTD.は、当社議決権の 21.20％を保有しておりますが、事業活動を行う上での当社

の経営判断に対して実質的な影響を与えるものではありません。 

（３）親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方 

当社は、重要な取引及び経営判断については、社外取締役及び社外監査役が参加する取締役会におい

て十分な審議を行い決定しており、支配株主等から独立した意思決定が行える体制を構築しております。 

また、当社は複数の大株主が存在し、相互に牽制が働く株主構成であることから、特定の株主に過度

に依存しない経営体制を構築しております。 

（４）親会社等からの一定の独立性の確保の状況 

株式会社ＭＣおよび ORCHID PLUS PTE.LTD.からの事業上の制約はなく、また、独自の経営判断が行

える状況にあることからも、一定の独立した意思決定が行える体制が確保されております。 

また、利益相反が生じ得る取引については、当該関係者を除外した上で審議・決定を行うなど、意思

決定の公正性確保に努めております。 

 

４. 支配株主等との取引に関する事項 

 該当事項はありません。 
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５. 支配株主等との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

当社グループは、支配株主との取引においては、取引内容及び条件の妥当性について、社外取締役及び社外

監査役も参画した取締役会において十分に審議した上で決定し、少数株主の利益保護に努めております。 

また、必要に応じて外部専門家の意見を取得するほか、市場水準との比較検証を行うなど、取引の公正性及

び経済合理性の確保に努めております。 

当該方針については、継続的に見直しを行っております。 

以 上 


